
令和６年 6 月 20 日 

国 土 交 通 省 

九 州 地 方 整 備 局 

鹿児島国道事務所 

国道１０号竜ヶ水
りゅうがみず

地区の通行止めについて（事前予告） 

令和６年６月２０日 １５時０５分 

○令和６年６月２０１５時００分現在、国道１０号竜ヶ水地区の異常気象時通

行規制区間で連続雨量１５０㎜に達しました。

今後、このまま降雨が続き、竜ヶ水地区で連続雨量が２００㎜に達しますと、

次の区間において全面通行止めになる見込みです。今後の道路情報にご注意下

さい。

１． 通行止め予告区間 
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までの間（延長＝約１１．３ｋｍ） 

※異常気象時通行規制区間とは

異常降雨時に土砂崩れなどの危険性がある区間に対して、雨量に基づく基準を設定し、

これに基づいて通行止めを行う区間。
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国道１０号⻯ヶ⽔地区の異常気象時通⾏規制区間

国道１０号⻯ヶ⽔地区
異常気象時通⾏規制区間 L=11.3km
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